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船舶事故調査報告書 

 

令和２年１１月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和２年３月２３日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 不明（石川県珠
す

洲
ず

市見
み

附
つけ

島南方沖） 

事故の概要 漁船第５宝
ほう

進
しん

丸は、わかめ
．．．

の採捕中、船長が落水して溺死した。 

第５宝進丸は、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和２年３月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第５宝進丸、０.２トン 

 ＩＫ３－２２０４３（漁船登録番号）、個人所有 

 ３.２９ｍ（Lr）×１.２５ｍ×０.５３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（漁船原簿謄本による）、平成１

４年２月５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年５月１６日 

  免許証交付日 平成３０年８月２８日 

         （令和５年８月２７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北～北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時、水温 約１２℃ 

日出時刻：０５時５０分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、令和２年３月２３日珠洲市宝
ほう

立
りゅう

地

区の係留地を出航した。 

 本船は、見附島南西方沖の水深約５０㎝の海域に水船状態となって漂

着し、その近辺に海面に人が浮いているのを地元住民に発見され、１０

時１０分ごろ１１０番通報が行われた。 

 船長は、１０時２５分ごろ、うつ
．．

伏せ状態で海面に浮いているところ

を来援した救急隊員によって救助されたが、その場で死亡が確認され、

医師による検案の結果、死因が溺水による短時間での窒息死、死亡推定
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時刻が０９時３０分ごろとされた。 

 本船は、付近の砂浜に引き上げられ、後日、廃船処理された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船（本事故後、砂浜に

引き上げられた状態） 参照） 

 その他の事項  本船は、発見時、船外機は燃料油供給用のコックが閉められた状態で

チルトアップされており、船内のクーラーボックスの中にたこ
．．

が入れら

れていたほか、甲板上になまこ
．．．

が置かれていた。 

本船は、船体に他船との衝突痕や浸水を生じるような損傷はなく、ま

た、プロペラ翼にロープ等の絡まりはなかった。 

 本船が漂着していた海域付近の海岸には、本船の箱眼鏡、鎌等が漂着

していた。 

 船長は、ふだん、０４時～０６時ごろ起床し、天候が悪くなければ出

漁して見附島周辺で操業を行い、明け方にたこ
．．

籠のたこ
．．

を漁獲した後、

０９時～１０時ごろまでわかめ
．．．

を採捕し、その間になまこ
．．．

を見つければ

なまこ
．．．

を採捕していた。 

 船長の親族は、本事故発生前、船長から、ふだん、わかめ
．．．

の採捕を行

う際は、ごく浅い海域において船外機を停止した状態で操業し、箱眼鏡

で海中を覗きながら鎌でわかめ
．．．

を刈り取っていると聞いた。 

 別の地元住民は、０９時００分ごろ見附島南方沖にいる船とその船上

で作業を行う人影を見た。 

本船以外の漁船は、本事故当時、見附島南方沖で操業を行っていなか

った。 

見附島南方沖には、海岸線に沿って複数の人工リーフが敷設されてお

り、同リーフにはわかめ
．．．

が生育していた。 

 船長の親族は、地元住民が０９時００分ごろ見附島南方沖に見た船舶

が本船である可能性が高く、船長が、箱眼鏡で海中を覗きながら鎌でわ
．

かめ
．．

を刈り取ろうとしていた際、舷外に身体を乗り出し過ぎ、バランス

を崩して海中に転落したのかもしれないと本事故後に思った。 

船長は、本事故当時、ネックウォーマー、ヤッケ、胴長、手動膨張タ

イプのベルト式救命胴衣を着用していたが、発見時、救命胴衣が膨張し

ていなかった。 

船長が着用していた救命胴衣は、救命胴衣に内蔵されたガスボンベ全

体が錆びて固着し、救命胴衣から取り外すことができなかったので、ガ

スボンベの作動状況を確認することができなかった。 

船長は、携帯電話を自宅に置いていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

船長の死因は、溺水による短時間での窒息死であった。 
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本船は、ふだん、船長が見附島周辺で０９時～１０時ごろまでわかめ
．．．

を採捕していたこと、０９時００分ごろ地元住民が見附島南方沖に本

船とみられる船舶及びその船上に作業を行う人影を見たこと、及び医

師の検案の結果、船長の死亡推定時刻が０９時３０分ごろとされたこ

とから、わかめ
．．．

の採捕中、０９時００分ごろ～０９時３０分ごろの間

において、船長が落水したものと推定される。 

船長は、ふだん、船外機を停止し、箱眼鏡で海中を覗きながら鎌でわ
．

かめ
．．

を刈り取っていたこと、本船発見時、船外機が燃料油供給用のコッ

クが閉められた状態でチルトアップされていたこと、及び本船が水船状

態で漂着していた海域付近の海岸に本船の箱眼鏡や鎌が漂着していたこ

とから、箱眼鏡で海中を覗きながら鎌でわかめ
．．．

を刈り取ろうとしていた

際、バランスを崩して海中に転落した可能性があると考えられるが、

目撃者がおらず、それらの状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、見附島南方沖においてわかめ
．．．

の採捕中、船長が

落水して溺水したことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・箱眼鏡で海中を覗きながら水産動植物を採捕する際は、船上でバラ

ンスを崩すと落水するおそれがあるので、身体を舷外に乗り出し過

ぎたりしないよう十分に注意すること。 

・救命胴衣は定期的に点検及び保守を実施すること。 

・乗船中は、防水パックに入れた携帯電話を常に身に付け、落水し

た際の連絡手段を確保しておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船（本事故後、砂浜に引き上げられた状態） 
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